
タイにおける知的財産権侵害の被害実態調査 

 

2007 年 1 月 30 日 

JETROバンコク 
 
バンコク日本人商工会議所・経済調査会（会長：JETRO バンコク所長）が会員企業（1262

社）に対して実施した「知的財産権（模倣品・海賊版等）の被害実態」調査につき、得ら

れた結果の概要は以下のとおり。 

 

１．「被害の事実はない」と回答する企業が、各権利（商標権・意匠権・特許権・著作権・

その他の知財権）とも７５～７７％であり、パーセンテージとしては大きいものの、

「被害は深刻」「多少あるが深刻でない」「被害はあるが実態不明」をあわせた被害企

業の実数（商標権４２社、意匠権２６社、著作権２０社、特許権１２社、その他の権

利８社）をみると、決して小さな数字ではない。 

２．対象が一部相違するので単純な比較はできないが、上記被害企業数は、２００３年度

及び２００４年度にジェトロバンコクが独自に実施したアンケート（メルマガ受信者

２０００社）の結果と比較しても横ばいかむしろ増加で、日系企業に対する知的財産

権の被害実態はほとんど改善されていないとみられる（被害額の規模についても同様）。 

（参考）過去の調査の被害企業数 

・ ２００３年度：商標３８社、意匠３２社、特許６社、著作権２社、その他４社 

・ ２００４年度：商標２１社、意匠１３社、特許４社、著作権１社、その他２社 

３．状況が改善されていないことは、今回調査の「被害傾向」（「変化なし」がいずれの権

利でも２３～２８％）からも裏づけられる。 

４．また、「被害実態不明」とする企業（特許権５９社、その他の権利５９社、著作権５２

社、意匠権４８社、商標権３９社：全体の１２～２２％）も多く、被害把握が十分に

図られていないことも事実。 

５．一方、被害を受けている企業も、上記の被害実態に対して、対策予算の計上や具体的

アクションの実施など、積極的な侵害対策の取組みをしているのは少数にすぎない（予

算計上は４社のみ、対策件数も被害企業数に比して半数以下）。 

６．ちなみに、侵害品の価格については、価格を把握できている回答の中では「真正品の

約５０～８０％」とする回答が最も多く、特許庁実施の「模倣被害調査報告書」（2006

年 3 月）の結果と一致している。 

 

上記結果を受けて、JETROバンコクとしては今後、被害実態把握及び対策を促進する
取組みとして、日系企業同士の情報交換や政府当局との対話機会等を通じた対策を講じ

ていく所存。 
 
なお、本調査は「2006 年秋期景気動向調査」としてバンコク日本人商工会議所・経済調

査会が取りまとめたもので、「知的財産権の被害実態」の部分は特別質問として実施された。

調査は 2006 年 11 月 1 日から 12 月 1 日までの間、会員企業のうち政府関係機関など 12 機

関を除く 1262 社を対象に実施し、回答企業数は 341 社、回収率は 27.0％。 

（知財部分の結果詳細は、添付資料参照） 

 

以上 



(資料) 
知的財産権（模倣品・海賊版等）の被害実態調査結果 

 
（1）被害実態 

「被害の事実はない」と回答する企業が、各権利とも７５～７７％であっ

たものの、「被害は深刻」「多少あるが深刻でない」「被害はあるが実態不

明」をあわせた被害企業は、商標権４２社、意匠権２６社、著作権２０社、

特許権１２社、その他の権利８社であった。また、不明とする企業も、特許

権５９社、その他の権利５９社、著作権５２社、意匠権４８社、商標権３９

社あり、非製造業（９～１６％）より製造業（１４～２６％）のほうがその

割合も高い。（表１５－１） 
単位：件数、（　）は構成比（％）

業　種

合計

商 製造業全体 4 (2) 8 (4) 13 (7) 145 (73) 28 (14) 198
標 非製造業全体 3 (2) 3 (2) 11 (9) 94 (77) 11 (9) 122
権 　全　　　体 7 (2) 11 (3) 24 (8) 239 (75) 39 (12) 320
意 製造業全体 3 (2) 5 (3) 12 (6) 139 (72) 33 (17) 192
匠 非製造業全体 2 (2) 2 (2) 2 (2) 99 (83) 15 (13) 120
権 　全　　　体 5 (2) 7 (2) 14 (4) 238 (76) 48 (15) 312
特 製造業全体 2 (1) 0 (0) 7 (4) 142 (74) 40 (21) 191
許 非製造業全体 1 (1) 1 (1) 1 (1) 98 (82) 19 (16) 120
権 　全　　　体 3 (1) 1 (0) 8 (3) 240 (77) 59 (19) 311
著 製造業全体 2 (1) 0 (0) 6 (3) 143 (74) 41 (21) 192
作 非製造業全体 2 (2) 2 (2) 8 (7) 98 (81) 11 (9) 121
権 　全　　　体 4 (1) 2 (1) 14 (4) 241 (77) 52 (17) 313
そ 製造業全体 1 (1) 0 (0) 6 (4) 115 (70) 42 (26) 164
の 非製造業全体 1 (1) 0 (0) 0 (0) 86 (83) 17 (16) 104
他 　全　　　体 2 (1) 0 (0) 6 (2) 201 (75) 59 (22) 268

不明
被害は深刻
である

被害は多少
あるが深刻
ではない

被害はある
ようだが実
態は不明

被害の事実
はない

 
（2）被害傾向 

いずれの権利でも、「わからない」と回答する企業が過半数であるが、傾

向を把握している回答としては、「変化なし」がいずれの権利でも２３～２

８％であった。また、「悪化の方向」及び「改善の方向」は、「明らか」と「ど

ちらかといえば」をあわせても、全ての権利で１０％以下であった。（表１

５－２） 
単位：件数、（　）は構成比（％）

業　種

合計

商 製造業全体 0 (0) 9 (8) 37 (31) 9 (8) 2 (2) 65 (54) 120
標 非製造業全体 2 (3) 6 (8) 18 (24) 6 (8) 0 (0) 43 (57) 75
権 　全　　　体 2 (1) 15 (8) 55 (28) 15 (8) 2 (1) 108 (55) 195
意 製造業全体 1 (1) 9 (8) 33 (28) 7 (6) 0 (0) 70 (58) 120
匠 非製造業全体 1 (1) 4 (5) 20 (27) 6 (8) 0 (0) 42 (58) 73
権 　全　　　体 2 (1) 13 (7) 53 (27) 13 (7) 0 (0) 112 (58) 193
特 製造業全体 1 (1) 7 (6) 28 (24) 8 (7) 0 (0) 74 (63) 118
許 非製造業全体 0 (0) 2 (3) 21 (30) 5 (7) 0 (0) 43 (61) 71
権 　全　　　体 1 (1) 9 (5) 49 (26) 13 (7) 0 (0) 117 (62) 189
著 製造業全体 1 (1) 4 (3) 33 (28) 6 (5) 0 (0) 73 (62) 117
作 非製造業全体 1 (1) 3 (4) 18 (25) 7 (10) 0 (0) 42 (59) 71
権 　全　　　体 2 (1) 7 (4) 51 (27) 13 (7) 0 (0) 115 (61) 188
そ 製造業全体 0 (0) 4 (4) 25 (24) 3 (3) 0 (0) 71 (69) 103
の 非製造業全体 1 (2) 2 (3) 14 (22) 5 (8) 0 (0) 41 (65) 63
他 　全　　　体 1 (1) 6 (4) 39 (23) 8 (5) 0 (0) 112 (67) 166

わからない
明らかに悪
化の方向

どちらかと
いえば悪化
の方向

変化なし
どちらかと
いえば改善
の方向

明らかに改
善の方向

 



 
（3）被害額 

回答企業の約２／３が「推定不可能」、３０～３１％が「１千万円未満」と

しているものの、年間１千万円以上の被害を受けている企業も商標権８社、

意匠権６社、著作権５社、特許権３社、その他の権利１社あった。（表１５

－３） 

単位：件数、（　）は構成比（％）

業　種

合計

商 製造業全体 29 (31) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 64 (67) 95
標 非製造業全体 16 (28) 2 (4) 4 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 35 (61) 57
権 　全　　　体 45 (30) 3 (2) 4 (3) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 99 (65) 152
意 製造業全体 27 (30) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 61 (67) 91
匠 非製造業全体 17 (34) 1 (2) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 30 (60) 50
権 　全　　　体 44 (31) 1 (1) 3 (2) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 91 (65) 141
特 製造業全体 27 (30) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 61 (69) 89
許 非製造業全体 16 (33) 0 (0) 1 (2) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 30 (63) 48
権 　全　　　体 43 (31) 0 (0) 1 (1) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 91 (66) 137
著 製造業全体 26 (30) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 60 (69) 87
作 非製造業全体 14 (29) 1 (2) 2 (4) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 30 (63) 48
権 　全　　　体 40 (30) 1 (1) 2 (1) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 90 (67) 135
そ 製造業全体 24 (29) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 59 (71) 83
の 非製造業全体 16 (36) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 28 (62) 45
他 　全　　　体 40 (31) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 87 (68) 128

推定不可能
1千万円未
満

1千万円以
上5千万円
未満

5千万円以
上1億円未
満

1億円以上3
億円未満

3億円以上
10億円未満

10億円以上

 
（4）侵害品の価格 

価格を把握できている回答の中では、商標権・意匠権侵害については「真

正品の約５０－８０％」が最も多く、特許権侵害では「同約５０－８０％」

と「同約１０－５０％」とが同数、著作権・その他の権利侵害では「同約１

０－５０％」が最も多かった。（表１５－４） 

単位：件数、（　）は構成比（％）

業　種

合計

商 製造業全体 1 (1) 11 (11) 7 (7) 3 (3) 74 (77) 96
標 非製造業全体 0 (0) 6 (10) 5 (8) 1 (2) 47 (80) 59
権 　全 　　体 1 (1) 17 (11) 12 (8) 4 (3) 121 (78) 155
意 製造業全体 1 (1) 11 (12) 5 (5) 2 (2) 74 (80) 93
匠 非製造業全体 0 (0) 3 (5) 1 (2) 0 (0) 51 (93) 55
権 　全 　　体 1 (1) 14 (9) 6 (4) 2 (1) 125 (84) 148
特 製造業全体 1 (1) 4 (4) 3 (3) 2 (2) 80 (89) 90
許 非製造業全体 1 (2) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 53 (96) 55
権 　全 　　体 2 (1) 4 (3) 4 (3) 2 (1) 133 (92) 145
著 製造業全体 1 (1) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 81 (92) 88
作 非製造業全体 2 (4) 0 (0) 2 (4) 1 (2) 49 (91) 54
権 　全 　　体 3 (2) 2 (1) 4 (3) 3 (2) 130 (92) 142
そ 製造業全体 0 (0) 1 (1) 3 (4) 2 (2) 77 (93) 83
の 非製造業全体 1 (2) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 47 (94) 50
他 　全 　　体 1 (1) 1 (1) 5 (4) 2 (2) 124 (93) 133

不明

真正品とほ
ぼ同価格
（約80％以
上）

真正品価格
の約50-
80％

真正品価格
の約10-
50％

真正品価格
の約10％未
満

 



 
（5）侵害対策予算 

タイ国内向け知財侵害対策予算を計上している企業は４社にとどまり、他

は「予算計上していない」という回答であった。（表１５－５） 
単位：件数、（　）は構成比（％）

業　種

合計

製造業全体 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (1) 158 (98) 161
非製造業全体 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 97 (99) 98
　全　　　体 0 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 2 (1) 255 (98) 259

2千万円未
満

予算計上し
ていない

1億円以上
8千万円以
上1億円未
満

5千万円以
上8千万円
未満

2千万円以
上5千万円
未満

 
（6）実施した侵害対策（複数回答） 

商標権、意匠権及び著作権侵害については、対策として、被害調査、警告、

取締要請をしている企業が見られるが、特許権及びその他の権利では、何ら

かの対策を講じた企業は、それぞれ１社及び２社しかなかった。いずれにせ

よ、(1)被害実態の結果に比して、対策を取っている企業は限定的である。（表
１５－６） 

単位：件数、（　）は構成比（％）

業　種

合計

商 製造業全体 4 (3) 2 (1) 3 (2) 0 (0) 2 (1) 2 (1) 1 (1) 1 (1) 139 (90) 154
標 非製造業全体 3 (3) 0 (0) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 3 (3) 92 (88) 104
権 　全　　　体 7 (3) 2 (1) 6 (2) 0 (0) 2 (1) 3 (1) 3 (1) 4 (2) 231 (90) 258
意 製造業全体 1 (1) 0 (0) 2 (1) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 142 (96) 148
匠 非製造業全体 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 92 (95) 97
権 　全　　　体 2 (1) 0 (0) 3 (1) 0 (0) 1 (0) 2 (1) 2 (1) 1 (0) 234 (96) 245
特 製造業全体 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 145 (99) 146
許 非製造業全体 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 91 (100) 91
権 　全　　　体 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 236 (100) 237
著 製造業全体 0 (0) 0 (0) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 143 (98) 146
作 非製造業全体 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 91 (94) 97
権 　全　　　体 2 (1) 0 (0) 3 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 2 (1) 234 (96) 243
そ 製造業全体 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 138 (99) 140
の 非製造業全体 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 89 (100) 89
他 　全　　　体 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 227 (99) 229

無対策被害調査 和解 民事訴訟
税関への取
締申請

警察への取
締申請

その他の行
政機関への
取締申請

知財専門家
の現地派
遣・常駐化

警告

 

 


